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法

の
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改
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法
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に
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附
帯
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院

環

境

委

員

会 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
国
立
・
国
定
公
園
内
に
お
け
る
質
の
高
い
自
然
体
験
活
動
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
教
育
の
機
会
で
も
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
つ
つ
、
利
用
者
へ
の
ル
ー
ル
の
周
知
や
利
用
状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
公
園
利
用

と
と
も
に
公
園
管
理
の
質
の
向
上
や
自
然
環
境
の
保
全
に
資
す
る
よ
う
、
適
切
な
運
用
を
図
る
こ
と
。 

 

二
、
地
域
主
体
の
利
用
拠
点
整
備
改
善
計
画
の
策
定
及
び
同
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
住
民
・
環
境
保
護
団
体
・

有
識
者
等
多
様
な
関
係
者
の
連
携
の
下
で
の
地
域
協
議
会
に
お
け
る
円
滑
な
合
意
形
成
を
は
じ
め
、
地
域
の
状
況
に
応
じ
た

利
用
拠
点
の
魅
力
向
上
に
向
け
た
取
組
に
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 



三
、
公
園
事
業
施
設
の
新
た
な
廃
屋
化
を
防
止
す
る
た
め
、
報
告
徴
収
の
積
極
的
な
活
用
等
に
よ
り
、
公
園
事
業
者
の
経
営
状

況
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
事
業
の
改
善
等
に
必
要
な
施
策
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
、
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

四
、
国
立
・
国
定
公
園
に
お
け
る
管
理
運
営
に
つ
い
て
、
そ
の
担
い
手
と
な
る
自
然
保
護
官
等
の
必
要
な
人
材
及
び
予
算
の
確

保
、
山
岳
地
域
に
お
け
る
環
境
保
全
や
登
山
者
の
安
全
確
保
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
山
小
屋
へ
の
支
援
及
び
連
携
体

制
の
構
築
等
を
通
じ
て
、
管
理
運
営
体
制
の
一
層
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。 

 

五
、
餌
付
け
等
国
立
・
国
定
公
園
内
の
野
生
動
物
の
生
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
の
規
制
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の

内
容
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
関
係
者
等
と
連
携
し
、
利
用
者
へ
の
適
切
な
指
導
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。 

 

六
、
国
立
公
園
満
喫
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
生
物
多
様
性
の
保
全
の
観
点
か
ら
、
自
然
環
境
の
情
報
収
集
・

調
査
等
に
引
き
続
き
取
り
組
む
と
と
も
に
、
自
然
環
境
の
保
護
強
化
の
取
組
に
よ
る
成
果
に
つ
い
て
も
適
正
に
評
価
し
、
そ



の
結
果
を
広
く
周
知
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

七
、
気
候
変
動
に
伴
う
生
態
系
の
分
布
や
景
観
の
変
化
を
考
慮
し
て
、
国
立
・
国
定
公
園
に
お
い
て
気
候
変
動
へ
の
適
応
に
十

分
配
慮
し
た
保
全
と
利
用
の
両
面
か
ら
の
対
応
策
の
検
討
及
び
適
正
な
管
理
の
実
施
等
に
確
実
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 

八
、
太
陽
光
発
電
施
設
や
風
力
発
電
施
設
の
許
可
等
に
当
た
っ
て
は
、
景
観
や
動
植
物
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
配
慮
と
い
っ
た
、

国
立
・
国
定
公
園
の
保
護
の
公
益
性
と
十
分
に
比
較
衡
量
し
、
自
然
環
境
と
の
調
和
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
者
の
倒
産
、

発
電
施
設
と
し
て
の
用
途
終
了
後
の
設
備
の
撤
去
等
に
つ
い
て
適
切
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
関
係
省
庁
等
と
連
携
し

対
応
す
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


